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中国における言論 ･表現の自由

関連立法の構造とその問題点

-｢社会主義法治国家｣との関わりにおいて-

石 塚 迅

はじめに

1999年 3月の憲法改正において,｢中華人民共和国は法律に基づいて国を治

めること (依法治国)を実行し,社会主義法治国家を建設する｡｣(第 5条第 1

項)という規定が追加されたことは,中国における人権保障を考える上で重要

な意味をもっように思われる｡

なぜなら,新中国建国以来,中国においては国家の統治の形式をめぐって

｢人治｣を採用するか,それとも ｢法治｣を採用するかという論争がしばしば

展開されてきた日｡とりわけ,｢文化大革命｣以後は ｢人治｣や ｢覚治｣の弊害

が指摘され(2),｢法治｣の導入の必要性が法学界を中心に強く主張されるように

なった｡今回の憲法改正で憲法に ｢法治｣の語が書き加えられたことは,｢我々

の党の部小平民主法制理論の認識に対する深化を反映し,我々の党が断固とし

て法治を実行し,人治の信念と決心を徹底的に放棄する鮮明な表現である(3)｡｣

とされ,中国国内において高く評価されている｡

この点,日本においても,中国政府 ･共産党が法治の方針を掲げたことを評

価する見解がある｡王雲海氏は ｢-社会構造の変化,国家権力自身の資質の変

化,国際社会との新たな関係の形成により,一層踏み込んだ人権観及び法律観

が要求されるようになったことで,国家権力は,政治または経済に従属するこ

とを超えた一次的価値としての人権及び法律を確立することに直面せざるを得

なくなり,国家権力によるこの確立への努力も見えるようになってきた｡｣

｢『法治主義』が中国でもすでに指導部を含めた中国社会全体の政治にも経済に

も従属しない独立した目標となっていると言えるのではないか(4)｡｣と分析して
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いる｡

しかし,かかる ｢法治｣への進展は,言論 ･表現の自由との関連についてい

えば,手放 しで歓迎できるものではないと筆者は考える｡

1978年に ｢民主と法制｣の方針が提起されて以降の法制の整備の中で,言論 ･

表現の自由についても様々な立法が制定されてきた｡中国政府 ･共産党はこれ

ら立法の制定を言論 ･表現の自由が中国において保障されている根拠としてき

たく5)｡すなわち,これらの立法を ｢人権保障立法｣と位置づけてきたのである｡

しかし一方で,それらの立法はしばしば西欧諸国や国際的な人権保護団体から

｢人権弾圧立法｣であると非難を受けてきた(6Jo

日本においても,中国で言論 ･表現の自由の分野の立法が整備されていると

いう点に関しては批判的な見解が多い｡例えば,毛里和子氏は ｢-諸立法は,

言論 ･集会 ･出版 ･結社 ･示威などの政治的権利の拡大に利するものではない｡｣

と断じ,｢むしろ法制化が進むなかで-厳罰主義,国権主義的傾向が目立って

いる(7)｡｣と述べている｡また,鈴木賢氏も ｢(政治的自由に関する)最近の特

徴としては,憲法の抽象的な制約原理を具体化する立法を制定し,規制を制度

化する傾向がある｡法律が次々と制定されていることの一事だけをもって,早

純に法治国家への道を歩んでいると考えるのは短絡にすぎる｡当然ながら問題

は制定された法律の内容いかんである(8)｡｣と指摘しているO制定された法律の

内容こそが問題であるとする鈴木氏の見解に筆者も賛成である｡

そこで,本論文においては,言論 ･表現の自由関連立法にはどのようなもの

があり,また,それがどのような問題点を内包しているかについて,中国政府

が政策目標とする ｢社会主義法治国家の建設｣との関わりにおいて考察したい｡

1. 言論 ･表現の自由関連立法制定の背景と過程

中国において,法制の建設,整備は ｢文化大革命｣の時期に大きく頓挫 し

た(9)｡再び,法制の建設が提唱されたのは1978年12月の共産党第11期 3中全会

のことである｡覚第11期 3中全会においては.｢プロレタリアー ト独裁下の継

続革命｣論が放棄され,｢民主と法制｣の強化の方針が打ち出された｡それ以

降,｢依法治国 (法により国を治める)｣が目指され,法制の建設,整備が ｢改

革開放｣期における国家の重点課題の一つとなった400
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その流れを受けて,1982年に制定された現行憲法は,新中国建国後の憲法に

おいて初めて ｢公民の基本的な権利および義務｣の章を ｢国家機構｣の章に前

置したり,権利に関する条項を増加する等,公民の権利を重視する姿勢を示 し

ているuu｡また,それと並行 して1978年以降,『刑法』(1979年 7月公布),『刑

事訴訟法』(1979年 7月公布),『民法通則｣l(1986年 4月公布)をはじめとして

多くの重要な基本的法律が制定された｡

かかる法制建設は ｢文化大革命｣における人権探欄に対する深刻な反省をそ

の出発点としていた｡今日,｢文化大革命｣の時期における法的無秩序の状態

は ｢無法無天｣と,また懇意的な激しい言論弾圧は ｢文字獄｣と称されている｡

例えば,李歩雲,徐柄両氏は ｢文化大革命｣時の状況を次のように説明してい

る｡｢文化大革命｣の際に,｢人民の言論を抑えつけるために,『文字獄』が盛

んであった｡一言が少しでも彼ら (政府指導者)の好みに合わなければ,発言

者は捕らえられ罪に問われた｡一語の言い誤り,書き誤りが予測しえない災難

を招いた｡その結果,人心はびくびくし,みな沈黙してものをいわなくなった｡

公民の言論の自由はほとんど剥奪されてしまった相｡｣

1978年以前に,言論 ･表現の自由に関する法律が全くなかったというわけで

はない｡『反革命処罰条例』(1951年 2月公布)は反革命の煽動を処罰していた

し,『治安管理処罰条例｣l(1957年10月公布)が違法な出版,集会,示威等につ

いて行政罰を科 していた｡また,『国家機密保護暫行条例』(1951年 6月公布)

が国家機密を指定 し,その漏洩を反革命罪とすることを規定していた｡ しかし,

それらの制限はきわめてあいまいかつ漠然としており,事莱上,政府が随意に

言論 ･表現の自由を制限,抑圧することを可能ならしめていた｡例えば,｢文

化大革命｣の期間中の1967年に公布された 『プロレタリア文化大革命における

公安工作の強化に関する若干の規定 (公安六条)』は,毛沢東およびその後継

者林彪に対する悪口をも処罰の対象としていた｡

｢反右派闘争｣や ｢文化大革命｣において,言論 ･表現の自由の制限,抑圧

に決定的な役割を果たしたのは,むしろ政府 ･共産党の政策や指示,政府指導

者の見解等,いわば政治的根拠 ･基準であった｡上述の法律法規は政治的判断

に基づいて言論を制限,抑圧する際の一応の法的根拠として用いられたにすぎ

ない｡法律の内容があいまいかつ漠然としていたから政治的判断 ･配慮が可能

になったというよりは,むしろ政治的判断 ･配慮を優先させるために法律の内
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容をあいまいかっ漠然にしておいたという方が正確かもしれない｡

とりわけ,1957年の ｢反右派闘争｣時に毛沢東が発表した ｢人民内部の矛盾

を正しく処理する問題について畑｣という論文が言論の自由の保障と制限につ

いて絶大な影響力を有 していた｡それによれば,中国社会における矛盾には

｢人民内部の矛盾｣と ｢人民と敵階級の矛盾｣の二種類があり,前者に対 して

は ｢説得と教育の方法｣で後者に対しては ｢独裁的方法｣で対処すべきである,

とされ,その影響を受けて憲法に規定されている言論の自由についても,その

言論内容によって異なる対応がなされたのである｡すなわち,言論は国家 (疏

治階級)に奉仕する言論,誤った言論,反動 (反革命)言論の三種類に区別さ

れる｡国家に奉仕する言論は革命的言論とも称され,問題なく憲法の保障を受

ける｡誤った言論は犯罪として処罰はされないが,教育,批判され,誤りを改

めることが要求される｡反動言論は憲法の保障の対象外であり,反革命罪 (覗

行の国家安全危害罪)として処罰される｡そして,言論が ｢正 しいかどうか,

はたして香花 (芳しい花)なのか毒草なのかを見分ける｣基準として用いられ

たのが,前述毛論文の中で掲げられた ｢六項目の基準｣であった｡内容は次の

ようなものである｡｢①全国各民族人民を分裂させるのではなくて,その団結

に有利であること｡②社会主義的改造と社会主義建設に不利ではなくて,社会

主義的改造と社会主義建設に有利であること｡③人民民主主義独裁を破壊した

り,弱めたりするのではなくて,この独裁を固めるのに有利であること｡④民

主集中制を破壊 したり,弱めたりするのではなくて,この制度を固めるのに有

利であること｡⑤共産党の指導から離れたり,これを弱めたりするのではなく

て,この指導を固めるのに有利であること｡(参社会主義の国際的団結と全世界

の平和を愛する人民の国際的団結を損なうのではなくて,これらの団結に有利

であること｡この六ヵ条の基準のうち,最も重要なのは社会主義の道と覚の指

導の二ヵ条であるMo｣本来政治的基準であるはずのこの ｢六項目の基準｣が法

を凌駕 して,｢反右派闘争｣,｢文化大革命｣の時期に言論抑圧の根拠,基準と

して用いられた｡そして,この基準の解釈 ･判断権は当時の政府 ･共産党が掌

握していたため,これにより政治的判断 ･配慮に基づく窓意的な言論弾圧が可

能となったのである｡

こうした政治的判断に基づく言論の自由の懇意的制限の弊害についても,

｢文化大革命｣終息以降,その惨劇の教訓に基づいて多くの論者が繰り返 し指
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摘してきた｡早 くも1980年に楊興峰氏が次のような批判を提起 している｡

｢『言論は犯罪ではない (言者無罪)』という原則が過去のように法的保障がな

い一種の政治的原則であり続ける限り,自由な言論に関する公民の権利は十分

に保護されることはありえないし,言論をめぐって処罰されるという人々の恐

怖は消えず,『文字獄』の悲劇は依然生 じうる｡ もし,言論の自由が本当に政

治的原則であるなら,それが行使されうるかどうかは,政治的雰囲気とか政治

支配者の性格や態度や類似の要素によって決定され,もしそうであるなら,ど

の程度までかもまた決定される09｡｣

そこで,言論の自由等,公民の権利を具体的な立法をもって保障し,法律上

および理論上,言論 ･表現の自由の限界を明確化してその異体的基準を設定す

る点に,中国の法学者の注意が払われてきた｡彼らはそうすることで言論 ･表

現の自由の保障を実質化しようと考えたのであるO例えば,董和平氏は ｢言論

の自由が存在するかどうかは,言論の発表に対す■る制限があるかどうかによっ

て決まるのではなく,これらの制限と許容に法律上の明確な限界および根拠が

あるかどうか,発表を許された言論に統一的,確定的な法律の保障があるかど

うかによって決まる旭o｣と指摘 している0

2. 言論 ･表現の自由関連立法の内容

2-1 総論 (現行憲法の規定)

言論 ･表現の自由の保障と制限については,もちろん第一次的には憲法がこ

れを規定している｡言論の自由は清朝,国民党,共産党を問わず,一貫して歴

代の憲法に規定されてきており,中国の各政権が一定程度言論の自由を重要視

してきたことがうかがえる｡

現行 『1982年憲法』の言論 ･表現の自由に関する規定を概観すれば次の通り

である｡

保障規定についていえば,まず,第35条には ｢中華人民共和国の公民は,言

論,出版,集会,結社,行進,示威の自由を有する｡｣と規定されている｡そ

の他,第40条には通信の自由,第41条には監督の権利と国家賠償請求権,第47

条には科学研究,文学,芸術創作およびその他の文化活動を行う自由がそれぞ

れ規定されている｡
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他方,言論 ･表現の自由の制限となる規定についてはどうか｡

まず,現行憲法においては,思想の自由は否定されているOn｡すなわち,ま

ず,前文において ｢四つの基本原則 (社会主義の遷,人民民主主義独裁,共産

党の指導,マルクス ･レーニン主義と毛沢東恩想 ･郡小平理論の堅持)｣が掲

げられている｡また,これに関連 して第 1条第 2項は ｢社会主義制度は,中華

人民共和国の基本制度である｡いかなる組織または個人による社会主義制度の

破壊もこれを禁止する｡｣と規定 している｡さらに,国家には社会主義精神文

明を強化する任務があり (第24条第 1項),｢国家は,祖国を愛 し,人民を愛 し,

労働を愛 し,科学を愛 し,社会主義を愛する公徳を提唱 し,人民の間で愛国主

義,集団主義と国際主義,共産主義の教育を行い,弁証法的唯物論と史的唯物

論の教育を行い,資本主義的,封建主義的およびその他の腐敗 した思想に反対

するO｣(同条第 2項)とされているQ

これらの規定は単に国家の政策目標にとどまらず具体的な法的効力を持っ｡

後述するように ｢四つの基本原則｣に反対する表現行為は認められず,第24条

第 2項も気功集団 ｢法輪功｣を破り締まる際の根拠として用いられたn田｡

次に,個人に対する国家 ･集団の優位である｡第52条は,国家の統一および

全国各民族の団結の擁護を,第53条は,憲法および法律の遵守,国家機密の保

守,公共財産の愛護,労働規律の遵守,公共秩序の遵守,社会公徳の尊重を公

民の義務として掲げている｡そして,言論の自由の制限根拠として,中国の論

者が しばしば引用するのが第51条である｡同条は ｢中華人民共和国の公民は,

自由と権利を行使するにあたり,国家 ･社会 ･集団の利益およびその他の公民

の合法的な自由と権利を損なってはならない｡｣と規定 している｡ この条文は

『E]本国憲法』の ｢公共の福祉｣とも類似 しているが,この条文が強調するの

は,個人の権利の保護よりもむしろ国家 ･社会 ･集団の利益の保護であるOそ

して,中国においては,この条文を中国憲法における公民の権利および義務の

本質の一つとされる ｢権利と義務の一致性｣と結びっけて理解 しているOすな

わち,第51条は ｢権利混用防止の一般的な制限条項であり,公民が権利および

自由を正確に行使する指導原則でもある｡それは権利と義務の一致性を体現す

るだけでなく,民主と法制,民主と規律が不可分であることをも体現する｡す

べての公民は,憲法第51条の規定の前提の下,自由および権利を行使 しなけれ

ばならないqg｡｣
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以上のような,言論 ･表現の自由の保障規定と,｢四つの基本原則｣の堅持,

集団優位の論理という制限規定が後述するすべての言論 ･表現の自由関連立法

を貫いているのである｡

2-2 言論の自由 (狭義)

胡錦光,韓大元両氏は,言論の自由の制限を ｢公益上の制限｣と ｢個人的利

益からの制限｣とに分ける｡｢公益上の制限｣とは,主に国家機密を漏洩して

はならないとか,他人を煽動 して国家に反逆してはならないとかをいう｡｢個

人的利益からの制限｣とは,主として他人を侮辱,誹誘したりすることの禁止

である榊｡

｢公益上の制限｣についていえば,『刑法⊂ll(1997年 3月改正)と IF国家安全

法』(1993年 2月公布)が国家の安全に危害を及ぼす言論行為を ｢国家安全危

害罪｣として処罰の対象としている (『刑法』第103条第 2項,第105条第 1項,

『国家安全法』第4条)｡この ｢国家安全危害罪｣は,かつての 『旧刑法｣l(1979

年7月公布)の下で ｢反革命罪｣と呼ばれたものである｡そして,処罰の対象

となる言論で刑事罰に及ばない軽微なものに対 しては 『治安管理処罰条例』

(1994年 5月改正)がこれを規制している｡例えば,｢事実を担造または歪曲し,

デマを故意に散布し,あるいはその他の方法をもって社会秩序を煽動,撹乱｣

する行為 (第19条第 5号)等である｡この他,『国家機密保護法⊂llが1988年 9

月に公布され,『国家機密保護暫行条例』に取って代わった｡さらに,非常曙

に軍が出動することを法的に認めた 『戒厳法』が1996年 3月に公布されている｡

｢個人的利益からの制限｣については,『刑法』第246条が ｢暴力あるいはそ

の他の方法をもって公然と他人を侮辱し,あるいは事実を樫造して他人を誹誘

する者で,情状が重大な者は,三年以下の有期懲役,拘役,管制あるいは政治

的権利の剥奪に処する｡｣と規定している｡これは,日本においては,人権相

互の衝突,人権の内在的制約の問題として議論されているが,近年,中国のお

いても,言論の自由と名誉権,肖像権,プライバシー権等の人格権との衝突の

問題が話題を集めているCu｡

2-3 出版の自由

出版の自由については,従来 『出版社工作暫行条例』(1980年 4月公布)や
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『出版工作強化に関する決定』(1983年 6月公布)等の法規はあったものの,主

として広範な行政裁量によって規制がなされてきた｡その後,｢改革開放｣の

進展の中で出版法制定の要求が高まり四,1997年 1月に国務院により 『出版管

理条例』が公布された｡この 『条例』は国内における新聞紙,定期刊行誌,図

書,音楽 ･映像製品,電子出版物等の出版活動を直接的な規制対象とするが,

それを通 じて個人の出版の自由に対 しても,規制の効果が及ぶようになるとい

われている四･伽o

『条例』の目的については第1条がこれを定めている｡すなわち,｢出版活動

に対する管理を強化 し,中国の特色ある社会主義出版事業を発展,繁栄させ,

公民が法により出版の自由の権利を行使することを保障し,社会主義精神文明

と物質文明の建設を促進するため,憲法に基づき,本条例を制定する｡｣この

目的から明らかなように,中国政府は 『条例』を ｢出版管理法｣であるととも

に ｢権利保障法｣であると位置づけようとしている｡

したがって,条文の中ではまず出版の自由の保障がうたわれる｡｢公民が法

により出版の自由の権利を行使することを,各級人民政府は保障 しなければな

らない｡｣(第5条第 1項),｢公民は本条例の規定に照らして,出版物において,

国家事務,経済および文化事業,社会事務に対する自らの見解や願望を自由に

表現 し,科学研究,文学芸術創作およびその他の文化活動に従事 した自らの成

果を自由に発表することができる｡｣(第23条)

その一方で,｢その他の自由 ･権利と同様に,出版の自由は絶対的で無制限

のものではなく,相対的で限度のあるものである四｣として制限の規定が設け

られている｡実はこれが 『条例』の主眼なのである｡

まず,第 3条が ｢出版事業は,人民に奉仕 し,社会主義に奉仕する方向を堅

持 し,マルクス ･レーニン主義,毛沢東思想および中国の特色ある社会主義理

論を指導とすることを堅持 し-｣と規定 し,出版事業における思想の自由を明

確に否定 している｡

次に,第 5条第 2項の ｢公民は出版の自由の権利を行使するにあたり,憲法

と法律を遵守 しなければならず,憲法に確立された基本原則に反対 したり,国

家 ･社会 ･集団の利益およびその他の公民の合法的な権利と自由を損なっては

ならない｡｣という規定は,憲法第51条を受けたもので国家 ･集団の優位を体

現 している｡
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さらに,『出版管理条例』第25条は,出版物の内容に関し八点にわたる禁止

事由を定めているOすなわち,｢(-)憲法に確立された基本原則に反対するも

の,(二)国家の統一,主権および領土の保全に危害を与えるもの,(≡)国家

の安全,栄誉および利益に危害を与えるもの,(四)民族の分裂を煽動 し,少

数民族の風俗習慣を侵害し,民族の団結を破壊するもの,(五)国家機密を漏

洩するもの,(六)わいせつ,迷信を宣伝し,あるいは暴力をはやし立て,礼

会公徳および民族の優秀な文化的伝統に危害を与えるもの,(七)他人を侮辱

しまたは誹諸するもの,(八)法律,法規の規定が禁止するその他の内容｣で

ある｡このうち,｢憲法に確立された基本原則｣とは,憲法前文に明記されて

いる ｢四つの基本原則｣を指していることは容易に見当がっく｡この禁止事由

の意義について,『条例』の解説書は次のように説明する｡｢まず,公民が正確

に出版の自由の権利を行使 し,作品創作に従事する際,内容において明確な遵

守規範を有するのに有利であるO次に,出版単位が正確に出版活動に従事し,

その出版物が内容において合法であることを保証するのに有利である｡最後に,

出版行政機関が遵法禁止出版物を認鼠 処理するのに有利である四｡｣

なお,その他,出版の自由に関する立法として 『音像製品管理条例』(1994

年 8月公布),『印刷業管理条例』(1997年 5月公布)等が 『出版管理条例』に

前後して制定されている｡

2-4 集会,行進,示威の自由

集会,行進,示威の自由についても,従来,その規制は地方によりまちまち

で統一 した立法は存在せず,その問題性が指摘されてきた四.それに関する統

一的立法は1979年から起草され始めたが,1989年の ｢天安門事件｣をきっかけ

に御その議論は急速に盛り上がり,同年10月に 『集会行進示威法』が公布され

た ｡

同法は集会,行進,示威について許可制を採用しており (第7条第 1項),

時間,場所,方式および参加者等,規制の対象はかなり広範かつ厳格である｡

そして,やはり同法も集会,行進,示威の自由について,保障と制限の二方

面の規定をおいている｡

まず,同法の目的については,｢公民が法により集会,行進,示威の権利を

行使することを保障し,社会の安定と公共の秩序を維持するため,憲法に基づ
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き,本法を制定する｡｣(第 1条)とされている｡

保障の条文は,第3条が ｢公民が集会,行進,示威の権利を行使することを,

各級人民政府は,.本法の規定に基づき保障 しなければならない｡｣と定めてお

り,他方,制限の条文は,第 4条が ｢公民は集会,行進,示威の権利を行使す

るにあたり,憲法と法律を遵守 しなければならず,憲法に確立された基本原則

に反対 したり,国家 ･社会 ･集団の利益,およびその他の公民の合法的な自由

と権利を損なってはならない｡｣と,また第12条が ｢挙行の申請がなされた集

会,行進,示威が下記の一つに当てはまる場合には許可 しない｡(-)憲法に

確立された基本原則に反対するもの扮,(二)国家の統一,主権および領土の保

全に危害を与えるもの,(三)民族の分裂を煽動するもの,(四)挙行を申請 し

た集会,行進,示威が公共の安全に直接危害を与え,あるいは社会の秩序をひ

どく破壊することを認定するのに十分な根拠があるもの｡｣と定めている｡

かかる保障と制限の構図は,これまでみてきた言論,出版の自由の立法と全

く同様である｡すなわち,｢いかなる国家においても,個人の自由 ･権利はす

べて相対的であり絶対的ではない｡保障を受けるのと同時に一定の制限も受け

なければならない｡･･･制限は保障のためでもある｡制限と保障は弁証法的な統

一である｡一定の制限がなければ完全な保障も得られない.なぜなら,社会主

義国家において,国家と各個人の利益は基本的に一致 しており,各個人の利益

は国家利益の一部分である｡国家や社会の利益に損害を与えれば,個人の利益

にも損害を与えることになる榊｡｣

2-5 結社の自由

結社の自由に関する立法は,中華人民共和国建国直後の1950年9月に 『社会

団体登記暫行弁法亡"が公布されているo これによって,｢旧中国から残存 して

いた様々な社会団体が整理 ･粛正され,そのもとで,数多くの反動的と判断さ

れた社会団体を取り締まり,新 しく誕生 した社会団体に登記させるという社会

団体の再編を成 し遂げた8DJといわれるが,この 『暫行弁法』は ｢文化大革命｣

等の政治闘争の中で機能不全に陥った｡その後,｢改革開放｣の促進に伴う社

会団体の急速な増加,さらには ｢天安門事件｣における社会治安の混乱等を要

因として,『集会行進示威法』と同時期の1989年10月に 『社会団体登記管理条

例』が制定され,結社について全国統一的な規制が展開されるようになった｡
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注意すべきは,中国においては,学説上,政党の結成の自由が認められてい

ないということである｡｢社会主義政党制度の一つの重要な特色は,プロレタ

リアート政党の絶対的な指導的地位を堅持することである｡歴史上,残ってき

た民主党派以外に,社会主義国家は通常,新 しい政党の成立を認めない｡ただ

し,いかなる公民もプロレタリアート政党および民主党派に参加することがで

きる田｡｣そして,憲法が ｢共産党の指導｣を規定していることを理由に,『社

会団体登記管理条例』において,政党は 『条例｣lの調整範囲に属さないといわ

れている田｡

この 『条例』は1998年10月に改正された｡この背景には,1998年の秋から冬

にかけて民主活動家が ｢中国民主覚｣の結党を試み,中国政府がこれを抑圧,

断罪したという ｢天安門事件｣後の 『条例』制定過程と類似 した一連の経緯が

あったBOo

『条例』は,第 1条で ｢公民の結社の自由を保障し.社会団体の合法的権益

を擁護し,社会団体に対する登記管理を強化 し,社会主義物質文明 ･精神文明

建設を促進するため,本条例を制定する｡｣と 『条例｣lの目的を定めている｡

社会団体の結成には許可制を採用 しており (第3条第 1項),第 4条で ｢社会

団体は憲法,法律,法規および国家の政策を遵守 しなければならず,憲法に確

定された基本原則に反対 したり,国家の統一,安全および民族の団結に危害を

与えたり,国家の利益,社会公共の利益およびその他の組織と公民の合法的権

益に損害を加えたり,社会道徳気風に違背 したりしてはならない｡｣と制限条

項を設けている｡

また,宗教結社については,宗教的色彩の強い気功集団 ｢法輪功｣の取り締

まりを事実上の目的とする 『邪教組織取締,邪教活動防止 ･処罰に関する決定｣l

が1999年10月に採択された｡

3. 言論 ･表現の自由関連立法の構造とその問題点

これまで概観 した言論 ･表現の自由関連立法は,その制定過程および内容を

みる限り,国権 ･治安強化という側面を有 していることは否定できない｡

しかし他方で,これらは,法律上,言論 ･表現の自由の保障と制限を明確化

しようとしたことの表れであるともいえる｡少なくとも法学者は法律法規を制
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定することにより言論 ･表現の自由の制限における政治的判断 ･配慮を可能な

限り排除しようと企図している｡前述 したように,｢文化大革命｣以前におい

ては,これらの自由を制限する法的根拠すら不十分であり,政治的判断 ･配慮

から言論 ･表現の自由が随意に制限,抑圧されてきたことを考慮すれば,これ

らの法律法規の制定は ｢文化大革命｣以後の中国法学界にとって一つの到達点

であったともいえよう｡

これまで繰り返 し指摘してきたように,中国政府 ･共産党および法学界は,

国権 ･治安の強化と公民の権利の保障を統一的に捉えている｡

ある学者は ｢社会主義制度の下では,根本的にいえば,国家の法律と公民の

自由は統一的で,対立的ではない｡｣と述べる｡すなわち,確かに,法律はあ

る自由を制限してはいるが,このような制限はまさに公民全体がより十分に,

広範に,有効に自由 ･権利を行使できるよう保障するためのものである,とす

る6goそして,言論 ･表現の自由は中国では政治的権利 ･自由に分類されてい

る伽O政治的権利と法律の関係は次のように認識されている｡政治的権利は濫

用してはならず,社会安全があって初めて政治的権利は有効に保障される｡法

律は社会安全を維持する重要な手段である｡｢社会主義制度の下,我々が法律

の形式を用いて,公民の政治的自由･権利を明確,具体的,詳細に規定 しなけ

ればならない重要な要因の一つは,公民の政治的自由が侵犯を受けず,濫用さ

れないことを保障するためであるm)｡｣

そこで,国権 ･治安の強化と公民の権利の保障という二つの視点から言論 ･

表現の自由関連立法の構造および問題状況を考察したい｡

まず,国権 ･治安の強化という側面である｡

｢アヘン戦争｣に始まる半植民地化の過程で,中国の政治的指導者あるいは

思想家が最優先の課題としたのは,国家 ･民族の生存であった｡匡l家 ･民族が

存亡の危機に瀕 している中で,個人の ｢国家からの自由｣を考える余地はなく,

国家 ･民族 ･集団を個人に優位させる考え方が定着 した｡また,そこから派生

して,集団を内と外とに分け,集団の外である敵に対 しては権利を与えないと

いう ｢敵 ･味方の理論｣が形成され,さらに,敵 ･味方の選別の方法の一つと

して,ある特定の思想,イデオロギーが強制された｡こういった法思想的伝統

が言論 ･表現の自由関連立法のあり方にも強い影響を与えているのである｡

多くの立法においては,｢四つの基本原則｣の堅持が規定され,それにより
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思想の自由は明確に否定されている (『出版管理条例｣l第 3条,第25条,『集会

行進示威法亡"第12条,『社会団体登記管理条例亡"第 4条).また,憲法第51条を

受けて,言論 ･表現の自由の行使が国家 ･社会 ･集団の利益に反してはならな

いことが述べられている (『出版管理条例』第5条第2項,『集会行進示威法』

第4条,『社会団体登記管理条例』第4条)｡これらは国家 ･集団優先の論理を

体現するものであるといえる｡さらに,国権を断固として擁護するという観点

から,言論行為自体も処罰の対象となり (『刑法』第103条第 2項,第105条第

2項 (国家安全危害罪)),また言論 ･表現行為の制限範囲もきわめて広範なも

のとなっている (『出版管理条例』第25条,『集会遊行示威法』第12条,『社会

団体登記管理条例｣l第4条)のである｡

次に,公民の権利の保障という側面である｡

中国においては,反植民地 ･反帝国主義闘争の中で ｢天賦人権論｣も拒絶,

否定された｡中国の人権観について,かつて谷春徳氏は次のように述べている｡

｢要するに,人の権利は 『天賦｣lではなく,国家,法律が賦与 し,規定 したも

のである｡人の権利は普遍的ではなく,鮮明な階級性をもつ｡人の権利は抽象

的ではなく,具体的なものである｡人の権利は絶対的ではなく,法律と道徳に

より制限を受けるO人の権利は永久的,固定不変のものではなく,人々の物質

生産条件の中での作用と地位の変化に伴い,その性質と適用範囲を変化させる｡

異なる社会政治制度の国家は異なる階級的性質の権利を有する｡これがマルク

ス･レーニン主義の人の権利に関する基本的観点であり,それはブルジョア階

級の 『天賦人権』説とは根本的に対立するものである倒｡｣中国政府 ･共産党お

よび法学界において,このような権利観は今日に至ってもなお通説的地位を占

め続けている｡

権利は人の人たる所以から由来するのではなく,国家が賦与し法律によって

規定するものであると考えられている以上,言論の自由を含む ｢公民の権利｣

を法律によって随意に規定し,制限することが理論的に可能となる｡中国憲法

史において,思想の自由,ス トライキの自由,｢四大 (大嶋,大放,大弁論,

大字報)｣運用の権利等,その時代の政治的必要の増減により,憲法の条文上,
多くの権利が新設,削除されてきたことはそのことを証明している｡そして,

前述 した権利と義務の一致の原則,個人の利益と国家 ･集団の利益の統一の原

則等を理由として,一部の公民の権利を法律により制限することは大多数の公
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民の権利を保障することであるとされているのである｡

西欧諸国においては,人権とは少数者の多数者に対する権利であり,個人の

人権こそ尊重されなければならない,と考えられている｡そのため,中国政府 ･

共産党および法学界における通説的理解,すなわち,国家 ･社会 ･集団の利益

を少数者の権利に優先させるという考え方は西欧諸国の人権観と根本的に食い
血ヽ▼
&70

そして,国家 ･社会 ･集団優先の論理に基づく ｢法律で権利を保障する｣と

いう考え方は,個人 ･少数者の権利の保障についてはきわめて冷淡であり,こ

のことは現行憲法体制における違憲審査制の未確立をはじめとする権利救済制

度の不十分性につながっている｡

現行 『1982年憲法』は憲法実施の監督権限を全国人民代表大会およびその常

務委員会に賦与している (第62条第 2号,第67条第 1号)が,『1982年憲法』

制定以来,全人代およびその常務委員会がこの権限を行使 したことは一度もな

い榊.憲法学界を中心に,これまで憲法監督機構の設置をめぐって,多種多様

な提案がなされてきたが,未だ具体化するに至ってはいないのが現状であるWo

さらに,1989年に制定された 『行政訴訟法』は,行政訴訟の出訴事項について

概括的列記主義を採り,憲法第35条の言論,出版,集会,結社等の自由を行政

訴訟の受理範囲の外に置いている (第11条)HVo

したがって,司法に法律法規の違憲審査権が認められていない以上,一般の

個人は言論 ･表現の自由関連立法の違憲性を争えないのはもちろんのこと,出

版,集会,結社の申請が不許可になっても行政機関に対する不服申立しかなし

えず,行政訴訟を提起 してその処分の違憲性,違法性を司法の場で問うことも

できないのである｡

このように,｢法律で権利を保障する｣という考え方は,個人 ･少数者の権

利の保障という視点からみれば,限界があるといわざるをえない｡中国におけ

る言論 ･表現の自由関連立法が国家 ･集団の利益の擁護を追求し,自由を制限

された個人 ･少数者に対する権利救済制度が現行憲法体制においてはなお不十

分である以上,これら立法は,西欧諸国や民主活動家の眼には,国権強化,治

安管理的側面ばかりがクローズアップされた ｢人権弾圧立法｣として映るので

ある伯.
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おわりに

以上,言論 ･表現の自由関連立法を概観し,その問題点をみてきた｡

最後に,今回の憲法改正において ｢社会主義法治国家の建設｣という語が憲

法に書き加えられたことが言論 ･表現の自由関連立法に今後どのような影響を

与えるかについて,筆者なりの見通 しを示しておきたい｡

まず,中国法にいう ｢法治｣ もしくは ｢法治主義｣という概念は近代法の

｢法の支配｣や ｢法治国家｣のアナロジーとしての用語ではなく,特殊中国的

な ｢人治｣や ｢覚治｣(党の支配)に直接対応する概念であることに留意する

必要がある,という点が指摘されている倒丑O従来,中国において ｢法治｣より

も ｢法制｣という語が用いられてきたこともこれと無縁ではない舶O｢法治｣に

代えて ｢法制｣という語を用いることについては一部の学者が早くから疑問を

投げかけていたが脚,その後,中国法学界においても徐々に ｢法治｣の異体的

内容について議論が開始され,1997年の共産党第15回大会の江沢民報告qoにお

いて ｢社会主義法治国家の建設｣という表現が提起され,憲法に明記されるに

至ったのである｡

｢法制の建設｣の流れの中で数多くの言論 ･表現の自由関連立法が制定され

てきた｡その最大の目的は,法律によって権利 ･自由の保障と制限を明確化し,

もって,政治的判断 ･配慮による言論 ･表現の自由の懇意的な抑圧を排除する

点にあったはずである｡

とすれば,言論 ･表現の自由の保障の実質化を図るにあたり,｢共産党の指

導｣との関係が最大の障害,懸案となることは間違いない｡

憲法前文および第 5条において,すべての国家機関,武装力,各政党,各社

会団体,各企業 ･事業組織は憲法および法律を遵守 しなければならない,と規

定されている｡この ｢各政党｣の中には当然,共産党も含まれると解されてい

る仰｡また,党第15回大会の江沢民報告においても,｢党は-憲法と法律の範囲

内で活動を進める｡｣と述べられており,一見,共産党は憲法体制の枠内にあ

るかのようである｡

しかし,一方で憲法前文には ｢四つの基本原則｣が明記されているOこの

｢四つの基本原則｣は現行憲法の指導思想とされており日払,その擁護と堅持はす

べての公民の義務であるといわれているUg｡そして,｢四つの基本原則｣の中核
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が ｢共産党の指導｣であるため,この解釈権は共産党が掌握していることにな

る｡このことによって,共産党は依然として実質的に超憲法的存在になってい

るのである榊O

江沢民報告においても,｢共産党の指導｣が繰り返し強調されている｡｢法に

より国を治めるとは,とりもなおさず広範な人民大衆が党の指導の下で,憲法

と法律の規定に従い,-･国家事務を管理-す ることである｡｣｢法により国を治

めることは,覚が人民を指導して国を治める基本的方略であ-る｡｣｢覚は人民

を指導 して憲法と法律を制定 し,-法によって国を治め,覚の指導の堅持,人

民民主主義独裁の発揚と厳格に法により事を運ぶこととを統一し,制度と法律

の面から覚の基本路線と基本方針の貫徹 ･実施を保証 し,覚が全局を総摸し,

各方面を協調させる指導的核心の役割を終始発揮することを保証する｡｣

中国法学界は,この江沢民報告および今回の憲法改正を高く評価 しており,

それについて賞賛こそあれ批判はないBD.すでに述べたように,中国において

｢法治｣という語を用いること自体が一歩前進であり,また,この表現は最高

指導者江沢民が提起したものであるため,それに異論を唱えることは現在の中

国国内においてほとんど不可能なのであろう｡ したがって,｢法治｣と ｢共産

党の指導｣との間に存する矛盾についても中国法学界は沈黙を守っている｡

しかし,海外在住の民主派知識人干浩成氏が次のような批判を展開している｡

まず,彼は,江沢民が ｢共産党の指導｣を重ねて強調し,これを法により国

を治めることの前提条件としていることを指摘 し,｢依然として,-覚が法に

優位 し,法を凌駕している｡これは覚治であり法治ではない｡｣と述べ,中国

政府 ･共産党が掲げる ｢法治｣とは ｢法による支配 (Rulebylaw)｣であり,

｢真正な法治｣とは異なることを指摘 しているo｢現代法治主義と憲政主義に基

づけば,法治 (Ruleoflaw)は法律の統治を指し,法により治めること (Rule

bylaw)ではない｡前者は法律を統治者をその中に含むあらゆる人の行為規範

として尊重するが,後者は法律を統治者の道具とする｡- 『四つの基本原則

(特にその中の覚の指導)』のみが至上であると考える観点からみれば,中共第

15L-lIl]大会報告においていわれている法治はまさに法を道具とし法を規範として

いない｡明らかに,それは真正な法治と同一に論 じるわけにはいかないもので

ある田O｣

この共産党の憲法 ･法律に対する優位が言論 ･表現の自由関連立法の解釈の
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窓意性を生む最大の要因なのである｡換言すれば,｢四つの基本原則｣が言論 ･

表現の自由の制限根拠かつ制限基準である限り,政治的判断 ･配慮による言論 ･

表現の自由の懇意的な制限はなくならないのである｡

とはいっても,｢法治｣という語が憲法に書き加えられたことはやはり大き

な進歩であると考えてよいであろう｡

今日,中国政府 ･共産党も法を無視することはできなくなってきている｡そ

のことは気功集団 ｢法輪功｣を取り締まった際,国内外からの批判に釈明する

形で ｢法輪功｣取り締まりの法的根拠を発表 したことに現れている的｡また,

憲法や法律から徐々にではあるが政治的な概念が後退 しつつある｡例えば,19

97年の刑法改正で ｢反革命罪｣が ｢匡l家安全危害罪｣に,1999年の憲法改正で

第28条の ｢国家は-反革命活動を鎮圧 し｣という表現が ｢国家は-国家の安全

に危害を与えるその他の犯罪活動を鎮圧 し｣に変更された｡さらに,法学界に

おいては憲法監督機構の設置や自然権理論の再評価別をめぐり議論が進められ

ている｡これらの議論は,｢天賦人権論｣を否定 し ｢法により権利を保障する｣

とする従来の考え方に多少なりとも影響を与えていくであろうと思われる｡

こうした一連の積極的要素が ｢法治｣と ｢共産党の指導｣との間に存する矛

盾を克服 し,言論 ･表現の自由の保障の実質化を実現する糸口になるかもしれ

ない｡今後,干浩成氏がいうところの中国政府 ･共産党も法により拘束される

という ｢真正な法治｣が実現される可能性はなお残されている｡
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